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令和５年７月１４日 

 

大津市立堅田中学校における 

『～ＳＮＳ・スマホで失敗しないために～』 

（弁護士による消費者教育講座）を開催します 
 

 大津市立堅田中学校の生徒が、ＳＮＳやスマートフォンの利用をきっかけとする、

若者をターゲットにした投資被害、迷惑投稿、闇バイトなどのトラブルに巻き込まれ

ないための注意点や実例を、弁護士から学びます。 

  

記 

 

１ 日 時   令和５年７月２０日（木）９時３０分から１０時１５分 

 

２ 場 所   大津市立堅田中学校 各教室（講師対面教室からオンライン配信） 

 

３ 対 象   堅田中学１年生から３年生まで ３８０人 

 

４ 内 容   ・ＳＮＳやスマホで失敗しないための注意点やトラブル事例 

        ・若者を狙った特殊詐欺の啓発劇 

         

５ 講 師   滋賀弁護士会弁護士 黒田 啓介 氏 

                 

６ 問合せ先  大津市消費生活センター（077-528-2662） 

         

 

 

 

お問い合わせ先 

担当者 
大津市立堅田中学校 

大津市消費生活ｾﾝﾀｰ 
担当 

大久保(堅田中学校) 

吉田(消費生活ｾﾝﾀｰ) 

連絡先 
572-2165(堅田中) 

528-2662(消費生活 c) 
内線 18320(消費生活 c) 

総合計画 

位置付け 

基本方針 基本政策 施策 取組の方向性 主な取組 
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